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第１ 審査会の結論 

   第２の１に記載した公文書の公開請求に対して、第２の２のとおり福井県知事（以下

「実施機関」という。）が一部公開決定をしたことは、妥当である。 

 

 

第２ 審査請求に至る経過 

 １ 公開請求の内容 

   審査請求人は、平成２８年６月１３日付けで、福井県情報公開条例（平成１２年福井

県条例第４号。以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対し、次の内

容の公文書の公開請求を行った。 

 

過去に開かれた「核燃料税総会」に関する案内、会議録、資料および福井県の担当

者の出席に係る復命書 

  

 ２ 実施機関の決定 

   実施機関は、平成２８年７月２７日付け税第３３８号により、次のとおり公文書一部

公開決定（以下「本件処分」という。）を行った。 

 

〔本件処分の内容〕 

 公文書の名称 文書No. 
決定 

内容 
公開しない部分 公開しない理由 

1 平成２３年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会及び現

地研修会について

（通知） 

対象公文書１ 一部 

公開 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 

2 平成２３年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会につい

て（通知） 

対象公文書２ 一部 

公開 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 

「平成２２年度事業報告について（議案

１号）」の講演会の原子力有識者の氏名 

下記理由２、 

下記理由３および 

下記理由４ 

3 平成２３年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会の承認

結果について（通

知） 

対象公文書３ 一部 

公開 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 

4 復命書（平成２４

年８月２日） 

対象公文書４ 一部 

公開 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 

・「平成２４年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち「協議事

項」および「提案理由、概要等」の内容

ならびに「各道県からの回答」の各道県

の回答の内容 

・「平成２４年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち提案道県

以外の道県の名称（協議事項３、協議事

項５（「各道県からの回答」の道県の名

称を除く。）協議事項６、協議事項７、

協議事項８、協議事項１０、協議事項１

２および協議事項１３に限る。） 

下記理由４および 

下記理由５ 
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5 平成２５年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会の開催

について（通知） 

 公開   

6 復命書（平成２５

年５月３０日） 

対象公文書５ 一部 

公開 

・「平成２４年度事業報告について（議

案第１号）」の「２ 現地研修会」の内

容の１行目 

・「平成２５年度要望活動（議案第６

号）」の表の道県の回答の内容および

【意見等】の新潟県および愛媛県の意見

の内容 

・「平成２５年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち「協議事

項」および「提案理由、概要等」の内容

ならびに「各道県からの回答」の各道県

の回答の内容（協議事項１から協議事項

１０までに限る。） 

・「平成２５年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち提案道県

以外の道県の名称（協議事項１、協議事

項３、協議事項６、協議事項８および協

議事項９に限る。） 

・「平成２５年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち協議事項

４および協議事項１０の添付資料の内容 

下記理由４および 

下記理由５ 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 

7 平成２６年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会の開催

について（通知） 

 公開   

8 復命書（平成２６

年５月３０日） 

対象公文書６ 一部 

公開 

・「平成２５年度事業報告について（議

案第１号）」の「２ 担当者会議」の内

容の１行目 

・「平成２６年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち「協議事

項」および「提案理由、概要等」の内容

ならびに「各道県からの回答」の各道県

の回答の内容および回答の内容に関する

メモ（協議事項１から協議事項３までに

限る。） 

・「平成２６年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち提案道県

以外の道県の名称（協議事項２に限

る。） 

・「平成２６年度要望活動（議案第６

号）」の表の道県の回答の内容 

下記理由４および 

下記理由５ 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 

9 平成２７年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会の開催

について（通知）

（平成２７年３月

１８日） 

 公開   

10 平成２７年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会の開催

について（通知）

（平成２７年４月

８日） 

対象公文書７ 一部 

公開 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 
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＜公開しない理由＞ 

理由１ 条例第７条第７号（事務執行情報）に該当 

福井県、北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、静岡県、島根県、愛媛県、佐賀県

または鹿児島県（以下「関係道県」という。）の連絡・通信の事務に関する情報であって、公にすることによ

り、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 
理由２ 条例第７条第１号（個人情報）に該当 

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため 
理由３ 条例第７条第６号（審議・検討等情報）に該当 

    関係道県の内部または相互間の核燃料税の更新に係る審議、検討または協議に関する情報であって、

公にすることにより、今後の核燃料税の更新時における核燃料税制度の構築に係る意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれまたは不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため 

理由４ 条例第７条第７号（事務執行情報）に該当 

関係道県が行う核燃料税の更新等に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、今後の核

燃料税の更新等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 

理由５ 条例第７条第６号（審議・検討等情報）に該当 

関係道県の内部または相互間の核燃料税の更新に係る審議、検討または協議に関する情報であって、

公にすることにより、率直な意見の交換もしくは今後の核燃料税の更新時における核燃料税制度の構築

に係る意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれまたは不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれが

あるため 

 

 ３ 審査請求 

   審査請求人は、平成２８年８月２日、本件処分を取り消し、全部公開することを求め

て実施機関に対して審査請求を行った。 

 

 ４ 諮問 

   実施機関は、平成２９年９月２２日付け税第５１３号で、条例第１８条第１項の規定

により、福井県公文書公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、本件審査請

求について、諮問を行った。 

 

11 復命書（平成２７

年６月１日） 

対象公文書８ 一部 

公開 

・「平成２７年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち「協議事

項」および「提案理由、概要等」の内容

ならびに「各道県からの回答」の各道県

の回答の内容（協議事項１および協議事

項３に限る。） 

・「平成２７年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち提案道県

以外の道県の名称（協議事項１に限

る。） 

・「平成２７年度要望活動（議案第６

号）」の表の道県の回答の内容 

下記理由４および 

下記理由５ 

担当者の電子メールアドレス（公表され

ているものを除く。） 

下記理由１ 

12 平成２８年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会の開催

について（通知） 

対象公文書９ 一部 

公開 

担当者の電子メールアドレス 下記理由１ 

13 平成２８年度核燃

料税関係団体連絡

協議会総会 

対象公文書10 一部 

公開 

・「平成２８年度核燃料税関係団体連絡

協議会総会 協議事項」のうち「協議事

項」および「提案理由、概要等」の内容 

・「平成２８年度要望活動（議案第６

号）」の表の道県の回答の内容 

下記理由４および 

下記理由５ 

担当者の電子メールアドレス（公表され

ているものを除く。） 

下記理由１ 
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第３ 審査請求の内容 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、本件処分を取り消し、全部公開することを求めるものである。 

 

 ２ 審査請求の理由および主張 

   審査請求人が、審査請求書で述べている審査請求の理由および主張は、要約すると次

のとおりである。 

 

（１）具体的内容に係る部分が、ほぼ黒塗りなのは不合理 

開示された公文書は、具体的な協議内容のほとんどが黒塗りになっており、できる

限りの情報を開示することをうたった情報公開の理念を著しく阻害するものである。 

開示できないほど機密性の高い情報であるならば、「核燃料税関係団体連絡協議会」

なる任意団体の会合で軽々しく協議すること自体が問題なのではないか。 

恐らく実施機関は、原発立地道県の核燃料税の更新方針などの「手の内」をさらし

たくないだけであろう。だが「核燃料税関係団体連絡協議会」では、電気事業連合会

や総務省への要望活動の是非についても協議しており、原発立地道県や電力事業者の

意思決定に一定程度の影響を与えている。意思決定の妥当性を検証できるよう、出来

る限りの情報を開示すべきではないか。 

 

（２）実施機関の説明は全く信用できない 

審査請求人は別の審査請求、異議申立てにおいて、核燃料税の更新を巡る実施機関

の対応の問題点を指摘している。例えば、２００６年の核燃料税更新時は電力事業者

と協議した際の会議録を残していたのに、２０１１年は会議録を作成しなかったと主

張している。過度な秘密主義、ご都合主義と呼ぶほかない。 

また、間接的にではあるが、従来は公文書として保存していた核燃料税更新に係

る情報について、意図的に記録に残さなかったのではないかとの話を聞いている。

実施機関が保存している行政文書ファイルを確認すれば、真偽を簡単に確かめられ

るのではないか。残すべき記録を意図的に廃棄したのであれば、それは犯罪に等し

い行為である。きちんとした調査を求めたい。 

 

 

第４ 実施機関の説明 

   実施機関が、弁明書および当審査会での説明聴取で述べている本件処分の理由は、要

約すると次のとおりである。 

 

１ 協議事項の内容等について 

（１）条例第７条第７号（事務執行情報）の該当性について 

法定外普通税である核燃料税は、地方公共団体がその必要性を判断し、独自の意思

により地方税法に基づき定めることができるものである。５年ごとの核燃料税の更新

に当たっては、その時々の状況を考慮して、新たに課税客体、課税標準、税率等の課

税方式の検討を行い、議会に条例案を上程し、議会は事業者からの意見聴取を踏まえ

て条例案を議決し、条例制定後は、総務大臣に協議を行い、同意を得なければならな
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いとされている。 

対象公文書４から対象公文書６まで、対象公文書８および対象公文書１０には、関

係道県の核燃料税更新に関する具体的な政策、スケジュール、問題点等の情報が記載

されている。 

こうした情報が公になると、関係道県が核燃料税の更新をする際に、利害関係者等

外部から関係道県および電力事業者に対する様々な主張・行動・干渉等が生じるおそ

れがあり、ひいては、関係道県相互間および電力事業者・関係道県との信頼関係を損

なうおそれがある。 

このことにより、他道県および電力事業者に対して必要な情報提供等を求めた場合

に十分な協力を得られないなど、今後の核燃料税の更新等に係る事務の適正な遂行に

支障が生じるおそれがある。 

 

（２）条例第７条第６号（審議・検討等情報）の該当性について 

対象公文書４から対象公文書６まで、対象公文書８および対象公文書１０を公にし

た場合、１（１）と同様の理由により、関係道県および電力事業者に対して様々な主

張・行動・干渉等が向けられ、関係道県民、利害関係者等の間に不当に混乱を生じさ

せ、さらには、利害関係者等外部からの関係道県や国に対する様々な主張・行動・干

渉等が生じ、関係道県が中立的な判断を行うことが不当に損なわれ、新たな条例案を

審議・検討する上で支障が生じるおそれがある。 

 

２ 原子力有識者の氏名について 

（１）条例第７条第７号（事務執行情報）の該当性について 

当該氏名が公になることにより、利害関係者等外部から有識者に対する様々な主

張・行動・干渉等が生じるおそれがあり、ひいては、有識者と関係道県との信頼関係

を損なうおそれがある。 

このことにより、有識者に対して必要な意見等を求めた場合にも十分な協力を得ら

れないなど、今後の核燃料税の更新等に係る事務の適正な遂行に支障が生じるおそれ

がある。 

 

（２）条例第７条第６号（審議・検討等情報）の該当性について 

当該氏名を公にした場合、２（１）と同様の理由により、県民、利害関係者等の間

に不当に混乱を生じさせ、さらには、利害関係者等外部から関係道県や国などに対す

る様々な主張・行動・干渉等が生じ、県が中立的な判断を行うことが不当に損なわれ、

新たな条例案を審議・検討する上で支障が生じるおそれがある。 

 

（３）条例第７条第１号（個人情報）の該当性について 

非公開部分は、原子力有識者の氏名であり、特定の個人を識別することが可能な 

情報であるため、条例第７条第１号に該当する。 

 

３ 担当者の電子メールアドレスについて 

（１）条例第７条第７号（事務執行情報）の該当性について  

当該メールアドレスは、各地方公共団体が個人に公務上割り当てているメールアド
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レスであり、地方公共団体が行う連絡・通信の事務に関する情報である。これが開示

された場合、迷惑メールが送られたり、いたずらや偽計等に使用されることで、外部

との連絡に支障を来すなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

 

 ４ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は２０１１年の電力事業者との説明会の議事録が存在していないことにつ

いての疑義を主張しているが、「核燃料税関係団体連絡協議会総会」に係る本件処分と

の関連はない。 

 

 

第５ 審査会の判断 

   当審査会は、審査請求人および実施機関の双方の主張を審査した結果、次のように判

断する。 

 

 １ 本件処分について 

   本件処分は、条例第７条第７号、同条第６号および同条第１号に掲げる非公開情報に

該当することを理由に一部公開決定を行ったものである。 

   これに対して、審査請求人は、本件処分を取り消し、全部公開することを求めている

ことから、以下、本件処分の妥当性について検討する。 

 

 ２ 協議事項の内容等について 

   条例第７条第７号は、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行

政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務ま

たは事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

は、事務執行情報として公開しないと定めている。 

   核燃料税は、地方税法に規定する法定外普通税として、県がその必要性を判断し、独

自に条例を定め、発電用原子炉の立地に伴う特別な財政需要に対応し、地方交付税で補

填されない、残りの一般財源分の財政需要額を手当するために課税するものであり、更

新の都度、その時々の要請に応じた新しい課税の仕組みを慎重に検討することとされて

いる。 

   対象公文書４から対象公文書６まで、対象公文書８および対象公文書１０には、核燃

料税関係団体連絡協議会総会の協議事項の内容等として、関係道県の核燃料税更新に関

する具体的な政策、スケジュール、問題点等の情報が記載されている。 

   こうした情報が公になると、関係道県が核燃料税の更新をする際に、他道県において

も同じ内容の検討を行っているのではないか、他道県が過去に検討した内容が今後の更

新において検討されるのではないかといった憶測等から、利害関係者等外部から関係道

県および電力事業者に対する様々な主張・行動・干渉等が生じるおそれがあり、関係道

県相互間および電力事業者・関係道県間の信頼関係を損なうおそれがあると認められる。 

   このことにより、他道県および電力事業者に対して必要な情報提供等を求めた場合に

十分な協力が得られないなど、今後の核燃料税の更新等に係る事務の適正な遂行に支障

が生じるおそれがあると認められる。 

   したがって、対象公文書４から対象公文書６まで、対象公文書８および対象公文書１
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０の非公開部分のうち、協議事項の内容等は、条例第７条第７号に該当するとした実施

機関の説明は妥当であり、同条第６号について判断するまでもなく、非公開情報に該当

すると認められる。 

 

 ３ 原子力有識者の氏名について 

   対象公文書２の原子力有識者の氏名を公にした場合、利害関係者等外部から有識者に

対する様々な主張・行動・干渉等が向けられることにより、有識者が関係道県に対し率

直な意見を述べることを躊躇するおそれがあると認められる。 

   このことにより、課税客体、課税標準、税率等の制度構築に当たり、有識者に対して

必要な意見を求めた場合にも十分な協力を得られないなど、今後の核燃料税の更新等に

係る事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認められる。 

   したがって、対象公文書２の非公開部分のうち、原子力有識者の氏名は、条例第７条

第７号に該当するとした実施機関の説明は妥当であり、同条第６号および第１号につい

て判断するまでもなく、非公開情報に該当すると認められる。 

 

４ 担当者の電子メールアドレスについて 

   対象公文書１から対象公文書１０までの担当者の電子メールアドレスは、一般に公に

されておらず、公にした場合、ダイレクトメールやウイルスメールを送信されることに

より、庁内や外部の関係者との連絡に支障を来す等、関係道県の連絡・通信に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

   したがって、対象公文書１から対象公文書１０までの非公開部分のうち、担当者の電

子メールアドレスは、条例第７条第７号の非公開情報に該当するとした実施機関の説明

は妥当である。 

 

５ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものではない。 

 

 ６ まとめ 

   以上のことから、一部公開を行った実施機関の決定は妥当であると判断し、冒頭の結

論に至った。 
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第６ 審査の経過 

   当審査会は、本件審査請求に係る諮問について、下記のとおり審査した。 

 

年 月 日 審 査 の 経 過 

 平成２９年 ９月２２日 ・諮問書の受理 

 平成２９年 ９月２８日 ・審議（第１回） 

 平成２９年１２月１８日 ・審議（第２回） 

 平成３０年 ３月１９日 
・実施機関からの説明聴取 

・審議（第３回） 

 平成３０年 ５月２８日 ・審議（第４回） 

 平成３０年 ７月３０日 ・審議（第５回） 

 平成３０年 ８月２９日 ・審議（第６回） 

 平成３０年 ９月２８日 ・答申 

 

 

福井県公文書公開審査会委員名簿 

 

                                 （五十音順） 

氏    名 備    考 

稲 田   真 紀  

川 村   一 司 会長職務代理者 

北 島   三 男  

清 水   和 邦 会     長 

前 田   清 作  

 


